
１ 背景

女性相談支援業務研修（女性相談支援センター主催研修）について

〇 令和６年度新法施行により、地方公共団体が女性相談支援員等に対する研修の実施により人材の養成、資質の向上等に努めることが明記
〇 令和６年３月に都が策定した「困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画」において、女性相談支援

員等の支援者に対する研修の充実を明記
〇 令和６年度はＷＧを立ち上げ、新たな研修カリキュラムの策定に向けた検討を行っているほか、新カリキュラムに基づくモデル研修を実施

２ WGの議論を踏まえた新たな研修体系

〇 新規研修カリキュラムでは、特に経験年数の浅い職員へ配慮した段階的かつ実践的な研修体系を構築するため、
①新任研修（後期:演習）、②フォローアップ研修、③スキルアップ研修を新たに設定し、相談支援技術を中心に習得する演習科目を新たに
６回実施し、継続的な学びを通じて支援に必要な資質や能力の向上を図る。

■都が実施する令和７年度以降の研修体系
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（前期）

•講義（ワーク含む）２日間
•施設見学半日程度

新任研修
（後期）

•演習半日程度

新任研修 市部
(多摩支所主催)

•講義半日程度

２～３年目職員

フォローアップ
研修

下記合わせて半日程度
•講義
•演習（個人ワーク、
グループワーク）

スキルアップ研修

•講義（テーマ別）
•演習（グループワーク、ロールプレイ、事例検討）
•事例発表会

経験年数を問わず、知識を継続的にアップ
デートできるような仕組みづくりを目指す
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３ 令和６年度 東京都女性相談支援業務研修実施状況

対象者開催地実施時期内容研修名項目

女性相談支援員、
女性自立支援施設、
女性相談支援セン
ター、民間団体等
の職員

区部令和6年４月11日
・12日

女性相談支援業務に求められる基礎
的な知見やスキルにかかる講義
※新任職員（経験１年未満）向け

新任研修
前期：講義

新任研修

各女性自立
支援施設

令和6年４月23日
・24日・26日

都内女性自立支援施設を見学
※新任職員（経験１年未満）向け

新任研修
前期：施設見学

区部・市部
２回開催

①令和6年12月2日
②令和6年12月20日

相談支援技法：初級編
※新任職員（経験１年未満）向け

新任研修
後期：演習

市部令和6年10月1日
市部の地域特性を踏まえた女性相談支援業務
に求められる基礎的な知見やスキルにかかる
講義
※新任職員（経験１年未満）向け

新任研修
後期：市部

区部令和7年1月7日「死にたい気持ち」を抱える女性へ
の理解と援助

スキルアップ研修
講義

スキルアップ
研修

区部令和7年1月31日児童相談所が関与する母子への支援スキルアップ研修
事例検討会

区部・市部
２回開催

①令和7年2月19日
②令和7年3月7日

相談支援技法：応用編
※３年目以上の職員向け

スキルアップ研修
演習①

区部・市部
２回開催

①令和7年2月14日
②令和7年2月26日ソーシャルワーク理論スキルアップ研修

演習②

400人受講者総数（令和７年１月末時点）
229人うち女性相談支援員


